
主要施策
（節）

施策
（項）

款

目

細事項

 １　事務事業の位置付け（Ｐｌａｎ）

事業の種類

総合計画上の
位置づけ

施策の
基本方針 資源ごみの分別収集・リサイクル等の推

進

政策
（章）

誰もが安心して快適に暮らせるまち
づくり

ごみ処理の充実

対象
（誰を，何を
対象とする
事業か）

①市民
②自治会
③地区コミュニティ協議会

事業開始年度 平成１６年度

事
業
の
内
容

手段
（市がどのよ
うな活動を
するか）

①ごみ収集所設置の補助（自治会）
②リサイクル推進員の設置補助（自治会）
③資源ごみ売り払い収入を報償費として
地区コミュニティ協議会に還元（地区コミ）
④生ごみ処理機購入補助（市民）
⑤使用済自動車の海上輸送費の補助
（甑島地域）

指標名
・広報紙等による啓発活動
・ごみ分別に伴う助成

自治会長説明会　４月
広報紙（２月）衛自連だより（７月、
２月）　計４回　※その他ＨＰ掲載

最終年度 平成３２年度

指標名 資源率
成果指標

活動指標
（市として何を行

うか？）
最終目標値

　事業の概要

資源ごみの分別収集、ごみの減量化、再資源化の推進を行うもの。

　２　事務事業の実施　（Ｄｏ）

予算科目
等

事項 資源ごみ回収事業費 資源ごみ回収事業費

項 清掃費 廃棄物処理費

会計 一般会計 衛生費

≪平成２４年度薩摩川内市事務事業評価表≫ 

事務事業名 資源ごみ分別回収推進事業（売払収入還元報償金等） 担当者 橋口　堅

所管部課名 市民福祉部環境課
事業の根拠
（根拠法令）

ごみ処理基本計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ほか

ソフト事業 建設・整備事業 施設管理 内部管理

34,935 34,500 34,500

20,000 20,000 20,000

1,064 0 0

0 0 0

10,815 11,250 11,250

1,611 1,839 1,839

721 511 511

724 900 900

1 1 1

0.50 0.50 0.50

回 3 3 3

％ 13.3 17 19.4

34,934 34,500 34,500

19,119 14,394 14,394

15,815 20,106 20,106

最終目標値 33.5%

986 0
新規リサイクル推進員研
修謝金

経
費
及
び
指
標
の
推
移

項目 単位
平成２２年度

決算

（甑島地域）

意図
（どのような
目的で事業
を行うか）

ごみの分別、減量化、再資源化の推進の
ため。

3 3

900

平成２５年度
見込み

平成２６年度
見込み

成果指標
（活動をした上

で，目標となる成
果をどのように設

定するか？）

20,000 20,000

平成２３年度
決算

1 1

最終年度 平成３２年度

0.50 0.50

0

11,250

成果指標の推移

事務事業費

要員配置状況

人
嘱託員

臨時職員等

平成２４年度
予算額

34,705 34,500

438 511

生ごみ処理機購入補助 690

1,839

新規リサイクル推進員研
修旅費

リサイクル推進員設置補
助

可燃・不燃・資源ごみス
テーション補助

職員

千円

10,843 20,106

活動指標の推移

使用済自動車海上輸送補
助

地区コミュニティ協議会
別資源ごみ収集報償金

126

10,814

1,651

11.1 14.6

財
源
内
訳

事務事業費

千円

34,705 34,500

国・県支出金

その他 23,862 14,394

一般財源

721人分

28件

68件

109件

493人分532人分

721人分

35件

103件

118件



成果の達成度
（上記選択の理由）
・資源化率１１～１３％は、全国平均約２０％より低く、７５％～８０％を実現している市町村もある。

成果の向上余地
（上記選択の理由）
・生ごみのリサイクルや食用油等の分別など分別種類の拡大により資源化率が高くなるが、市民に負担となるため市民の理解が必要であ
る。
 また、市民への負担増により不法投棄の増加も心配される。

効
　
率
　
性

事業費の削減余地
（上記選択の理由）
　地区コミュニティ協議会別資源ごみ収集報償金は、自治会の資源ごみ回収に伴う売却収入を主な財源として交付しており、可燃ごみ、不
燃ごみを含めたごみ収集経費は約３億円を要しているため、売却収入のごみ収集経費への一部充当できないか検討しているが、報償金を
削減すると市民の分別意欲が後退し、また、不法投棄が増加する心配がある。

人件費の削減余地
（上記選択の理由）
　ごみ収集・運搬、減量化、資源化、苦情対応等廃棄物に伴う全般の対応を職員３名、嘱託員１名の中で同事業を対応しており、削減余地
はないと考える。

有
　
効
　
性

　３　事業の視点別評価　（Ｃｈｅｃｋ）

妥
　
当
　
性

対象・手段の妥当性
（上記選択の理由）
・地区コミュニティ協議会別資源ごみ収集報償金は、市民の分別意欲増進のために交付しているが、実際に分別作業を行っているのは自
治会であるため、自治会の分別意欲増進のため、コミュニティ課所管の自治会運営補助金に加算して自治会に交付できないか協議中であ
る。
・リサイクル推進員設置補助も自治会単位の補助であるため、自治会運営補助金に加算して交付し事務の軽減化が図られないか協議中
である。

市が関与すべき妥当性
（上記選択の理由）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一般廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動の促進は市の責務となっている。

妥当である 改善の余地はある 妥当でない

市で実施すべき 民間でも可能 民間で実施すべき

削減余地がある 削減余地はない

かなり高い やや高い 低い

かなりある ある程度ある ほとんどない

削減余地がある 削減余地はない

今後の改革の方向性

　４　事業の改革・改善の方向性　（Ａｃｔｉｏｎ）

内
部
評
価

（
一
次

）

内部評価結果

外
部
評
価

（
二
次

）

妥当性　　⇒

今後の改革の方向性

外部評価結果のまとめ

上記方向の理由
・地区コミュニティ協議会別資源ごみ収集報償金について、現在地区コミュニティ単位での交付を、市民の分別意欲増進のため
自治会（一部地区コミュニティ協議会）への交付に変更する方向で検討する。
・市民への啓発活動については、衛生自治団体連合会と連携し進めていく。

改革・改善の内容とそれを実施していくための手段・計画
・コミュニティ課と協議・連携を図りながら進める。
・衛生自治団体連合会と十分協議・連携しながら進める。

効率性　　⇒

外部評価結果

有効性　　⇒

事業の視点別評価

⇒今後の方向性

⇒今後の方向

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止

高い 低い

高い 低い

高い 低い

現状のまま継続

見直しの上で継続 縮小移管他の事業と統合拡大 手段の改善

休止 廃止




























